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 福井県警察官の昇任に関する訓令を次のように定める。 
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   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この訓令は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）及び職員の任用に関す

る規則（昭和５７年福井県人事委員会規則第６号）に規定するもののほか、福井県警

察の警察官（以下「警察官」という。）の昇任に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる昇任制の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 (1)  選抜昇任制 勤務成績が優秀で、専門的実務能力が極めて高く日常の勤務を通じて

その能力が実証され、かつ、幹部適性に秀でた者を試験によらないで登用する制度を

いう。 

 (2)  試験昇任制 勤務成績が優良で、かつ、幅広い知識を有し優れた実務能力を有する

者を一般試験により、勤務成績が優良で、かつ、高度な専門的実務能力を有する者を

専門試験によりそれぞれ登用する制度をいう。 



 (3)  選考昇任制 長年組織に貢献し、かつ、勤務成績が優良な者を試験によらないで登

用する制度をいう。 

   第２章 昇任制 

 （昇任） 

第３条 巡査部長、警部補及び警部の階級への昇任は、選抜昇任制、試験昇任制又は選考

昇任制によるものとし、昇任候補者名簿に登載された昇任候補者のうちからそれぞれ

の階級に昇任させるものとする。 

２ 警視の階級への昇任制は、別に定めるものとする。 

 （各昇任制の実施順序及び受験の機会） 

第４条 前条第１項に掲げる各昇任制の実施は、それぞれの特性を効果的に発揮するため、

選抜昇任制、試験昇任制、選考昇任制の順に行うものとする。 

２ 選抜昇任制において昇任候補者とならなかった者は、資格基準に応じて、試験昇任制

による試験を受験することができるものとし、選考昇任制の対象になり得るものとす

る。 

３ 試験昇任制については、受験資格基準に応じて一般試験又は専門試験のいずれかを選

択できるものとする。 

４ 試験昇任制において昇任候補者とならなかった者は、資格基準に応じて、選考昇任制

の対象になり得るものとする。 

 （昇任の特例） 

第５条 次の各号の一に該当する警察官は、前条の規定に関わらず一階級上位の階級に昇

任させることができる。ただし、第１号又は第２号に該当する者のうち死亡した者に

ついては、その者を二階級上位の階級に昇任させることができる。 

 (1)  公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は重度の身体障害となった者 

 (2)  生命を賭して職務を遂行し、警察表彰規則（昭和２９年国家公安委員会規則第１４

号）に規定する警察勲功章、警察功労章又は警察功績章を授与された者 

 (3)  永年勤続して退職する者又は６０歳に達した警部若しくは警部補の階級にある者で、

かつ、在職中の勤務成績が優良と認められる者 

 (4)  極めて顕著な功労により本県警察の威信を高めた者 

２ 前項ただし書きの規定による死亡した者の昇任は、その者の生前の日にさかのぼって

行うものとする。 

   第３章 警察官昇任管理委員会 

 （委員会の設置） 

第６条 適正かつ公平な昇任管理を行うため、警察本部、各部及び各所属のそれぞれに警

察官昇任管理委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会の組織系統は、別表第１のとおりとする。 

 （本部委員会） 

第７条 警察本部に置く委員会（以下「本部委員会」という。）は、委員長（以下「本部

委員長」という。）、副委員長（以下「本部副委員長」という。）及び委員（以下

「本部委員」という。）をもって組織し、本部委員長には警察本部長を、本部副委員

長には警務部長を、本部委員には警務部長を除く各部長、首席監察官、警察学校長及



び警務部警務課長をもって充てる。ただし、本部委員長が必要と認めるときは、他の

者を本部委員に指名することができる。 

２ 本部委員長に事故があるときは、本部副委員長が本部委員長を代理するものとする。 

３ 本部委員長は、昇任審査を行うため必要があると認めるときは、適任者を選任し、委

員会の事務を補助させることができる。 

４ 本部委員会の庶務は、警務部警務課において処理する。 

 （部委員会） 

第８条 各部に置く部名を冠した委員会（以下「部委員会」という。）は、委員長（以下

「部委員長」という。）、副委員長（以下「部副委員長」という。）及び委員（以下

「部委員」という。）をもって組織し、部委員長には当該部長を、部副委員長には当

該部の庶務担当課長を、部委員には当該部の庶務担当課長を除く各所属長をもって充

てる。ただし、部委員長が必要と認めるときは、他の者を部委員に指名することがで

きる。 

２ 部委員会の庶務は、当該部の庶務担当課において処理する。 

 （所属委員会） 

第９条 各所属に置く所属名を冠した委員会（以下「所属委員会」という。）は、委員長

（以下「所属委員長」という。）及び委員（以下「所属委員」という。）をもって組

織し、所属委員長には当該所属長を、所属委員には警部（同相当職を含む。）以上の

者のうちから所属委員長の指名する者をもって充てる。 

 （委員会の任務） 

第1 0条 本部委員会は、第３条に規定する昇任に関し審査を行い、昇任候補者を決定する

ことを任務とする。 

２ 部委員会は、選抜昇任制において、所属委員会から上申のあった者について、専門的

実務能力及び幹部適性を審査し、本部委員会に推薦する者を決定することを任務とす

る。 

３ 所属委員会は、選抜昇任制の適格者を部委員会に上申し、選考昇任制の適格者を本部

委員会に推薦するほか、試験昇任制の受験希望者について本部委員会に報告すること

を任務とする。 

   第４章 選抜昇任制 

 （選抜昇任制の種別） 

第1 1条 選抜昇任制の種別は、巡査部長昇任選抜、警部補昇任選抜及び警部昇任選抜とす

る。 

 （選抜資格基準） 

第1 2条 昇任選抜の対象となる者の資格基準は、別表第２のとおりとする。 

 （選抜昇任制の手続） 

第1 3条 所属委員会は、前条の資格基準に該当し、適格性が認められる者があるときは、

昇任選抜上申書（別記様式第１号）により専門部門を所管する部委員会に上申するも

のとする。 

２ 前項の専門部門は、生活安全部門、刑事部門、交通部門及び警備部門とする。 

３ 部委員会は、第１項の規定により所属委員会から上申のあった者の専門的実務能力及



び幹部適性について審査し、適格性が認められる者を選定して昇任選抜推薦書（別記

様式第２号）により本部委員会に推薦するものとする。 

 （選抜審査） 

第1 4条 本部委員会は、部委員会から昇任選抜の推薦のあった者について書面審査及び面

接を行うものとする。 

２ 書面審査は、勤務成績、専門的実務能力、幹部適性等を総合的に評定するものとする。 

３ 前項の書面審査を行った結果、適格性が認められる者について面接を行い、人物及び

幹部適性について評定するものとする。 

４ 面接官は、別表第３のとおりとする。 

５ 本部委員長は、第２項又は第３項の審査に当たり必要と認めるときは、推薦した部委

員長以外の部委員長から意見を聴取することができる。 

６ 昇任選抜の評定基準は、本部委員長が別に定めるものとする。 

   第５章 試験昇任制 

 （試験昇任制の種別及び区分） 

第1 5条 試験昇任制の種別は、巡査部長昇任試験、警部補昇任試験及び警部昇任試験とし、

それぞれ一般試験及び専門試験に区分する。 

２ 昇任試験は、予備試験、第一次試験及び第二次試験により行う。 

３ 本部委員長は、必要があると認めるときは、前項に規定する試験の一部を省略し、又

は試験の内容を変更することができる。 

 （受験資格基準） 

第1 6条 昇任試験の受験資格基準は、別表第４及び別表第５のとおりとする。ただし、専

門試験については、専門部門の実務経験を問わないものとする。 

２ 警察庁、管区警察局、管区警察学校、他都道府県警察、県等への出向者（以下「出向

者」という。）で前項の資格を有する者が、受験を希望する場合は、受験させること

ができるものとする。 

 （試験昇任制の手続） 

第1 7条 昇任試験の受験希望者は、所属委員会にその旨を申し出るものとする。 

２ 所属委員会は、前項の申出を受けたときは、昇任試験受験希望者名簿（別記様式第３

号）を作成し、本部委員会に報告しなければならない。 

 （予備試験） 

第1 8条 予備試験は、択一式の問題により行うものとする。 

２ 次の各号の一に該当する者について、予備試験を免除するものとする。ただし、第２

号の規定による免除は帰国後１年間とし、第３号の規定による免除は出向後又は受験

資格取得後２年間とする。 

 (1)  前回の昇任試験で第一次試験に合格した者 

 (2)  在外公館派遣歴及び長期（２年以上）の国際協力の経歴（ＪＩＣＡ等への派遣歴）

を有する者 

 (3)  千葉県警察成田国際空港警備隊への特別出向者又は東日本大震災に伴う被災県警察

への特別出向者 

(4) 本部委員長が免除することが相当と認める者 



３ 予備試験実施基準は、別表第６のとおりとする。 

 （第一次試験） 

第1 9条 第一次試験は、予備試験に合格した者及び前条第２項の規定により予備試験を免

除された者に対して行うものとする。 

２ 第一次試験は、筆記試験によることとし、その実施基準については、別表第８及び別

表第９のとおりとする。 

 （第二次試験） 

第2 0条 第二次試験は、第一次試験に合格した者に対して行うものとする。 

２ 第二次試験は、口述試験、術科試験及び適性審査とし、口述試験の面接官並びに術科

試験の試験官及び補助官は、別表第３のとおりとする。 

３ 口述試験は、第一次試験の科目について行い、併せて幹部としての適格性について、

人物及び能力を評定するものとする。 

４ 術科試験は、次の各号について行うものとする。 

 (1)  点検、礼式及び教練 

 (2)  拳銃操法 

 (3)  逮捕術 

５ 適性審査は、本部委員長が実施の都度定めるものとする。 

 （評定） 

第2 1条 第一次評定は、筆記試験及び福井県警察職員の人事評価に関する訓令（令和元年

福井県警察本部訓令第２９号）による過去３年間の勤務成績で行うものとする。 

２ 第二次評定は、口述試験、術科試験、第一次評定、技能資格、表彰、出向・派遣歴及

び特練員の実績により総合的に行うものとする。 

３ 前項に規定する技能資格、表彰、出向・派遣歴及び特練員の実績は、別表第１０に該

当する基準点の合計点数を、上限５点まで、評価するものとする。ただし、その他本

部委員長が認めるものについては、評価するものとする。 

４ 昇任試験の評定基準は、別表第１１のとおりとする。 

   第６章 選考昇任制 

 （選考昇任制の種別） 

第2 2条 選考昇任制の種別は、巡査部長昇任選考、警部補昇任選考及び警部昇任選考とす

る。 

２ 前項に規定する選考は、本部委員長が必要があると認める場合に実施する。 

 （選考資格基準） 

第2 3条 昇任選考の対象となる者の資格基準は、別表第１２のとおりとする。 

 （選考昇任制の手続） 

第2 4条 所属委員会は、前条の資格基準に該当し、適格性が認められる者があるときは、

本部委員長が別に定める推薦枠内で、昇任選考推薦者名簿（別記様式第５号）により

本部委員会に推薦するものとする。 

第2 5条 本部委員会は、所属委員会から推薦のあった者について、第一次選考及び第二次

選考を行うものとする。 

２ 本部委員長は、必要があると認めるときは、前項に規定する選考の一部を省略し、又



は選考の内容を変更することができる。 

 （第一次選考） 

第2 6条 第一次選考は、書面審査とする。 

２ 前項の書面審査は、勤続年数、在級年数、勤務成績、幹部適性等を総合的に評定する

ものとする。 

 （第二次選考） 

第2 7条 第二次選考は、第一次選考に合格した者に対して行うものとする。 

２ 第二次選考は、課題論文及び面接とする。 

３ 前項の面接は、幹部としての適格性について、人物及び能力を評定するものとする。 

４ 面接官は、別表第３のとおりとする。 

５ 第二次選考の評定は、課題論文及び面接結果並びに第一次選考結果を併せて総合的に

行うものとする。 

６ 昇任選考の評定基準は、本部委員長が別に定めるものとする。 

   第７章 雑則 

 （実施の通知） 

第2 8条 本部委員長は、各昇任制を実施しようとするときは、その種別、日時、場所その

他必要な事項を所属委員長に通知するものとする。 

 （基準日等） 

第2 9条 各昇任制の資格基準の基準日（以下「基準日」という。）は、各昇任制実施年度

の４月１日とする。ただし、本部委員長が必要があると認める場合は、基準日を変更

することができる。 

２ 出向者の出向期間は、在級年数に算入する。 

３ 育児休業の期間は、当該育児休業の期間のうち１年を在級年数に算入する。この場合

において、当該育児休業の期間が１年未満のものについては、当該期間を在級年数に

算入する。 

４ 休職、停職、病気休暇（３０日以上連続のものに限る。）、自己啓発等休業及び配偶

者同行休業の期間は、在級年数に含まないものとする。 

５ 他都道府県警察での勤務歴を有する者（出向帰県者を除く。）の当該都道府県警察で

の勤務年数は、巡査の在級年数に算入する。 

 （欠格事項） 

第3 0条 次の各号の一に該当する者は、本部委員長が特に認めた場合を除き、昇任試験の

受験者並びに昇任選抜及び昇任選考の対象者から除くものとする。 

 (1)  基準日において年齢が５９歳以上で、警部補の階級にある者 

 (2) 基準日前１年以内に懲戒処分を受けた者  

 (3) 柔道又は剣道の段級位が初段に満たない者 

 (4) 基準日において他都道府県警察での勤務歴を有する者（出向帰県者を除く。）で、

採用後１年に満たない者 

 (5) 第３３条の規定により各昇任制の資格を喪失している者 

 (6) 降任した者で、降任事由消滅報告書が受理されていない者 

 (7) 休職中の者 



(8) 年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇中の者 

(9) 育児休業中の者 

(10) 自己啓発等休業中の者 

(11) 配偶者同行休業中の者 

 （合格者の決定） 

第3 1条 本部委員会は、各昇任制の合格者について、次の各号に掲げる内容を基に、合議

により決定するものとする。 

(1)  選抜昇任制は、書面審査結果及び面接結果 

(2)  試験昇任制は、第二次評定結果及び適性審査結果 

(3)  選考昇任制は、第二次選考の評定結果 

 （昇任候補者名簿の作成） 

第3 2条 本部委員会は、前条の合格者が決定した場合においては、昇任候補者名簿（別記

様式第６号）を作成するものとする。 

 （不正行為による合格の無効等） 

第3 3条 本部委員長は、昇任選抜、昇任試験及び昇任選考において不正があったときは、

その全部又は一部を無効とすることができる。 

２ 本部委員長は、昇任試験の受験者及び昇任選考の対象者が不正を行ったときは、その

試験等を中止させ、又は合格を無効とすることができる。 

３ 前２項の不正を行った者は、不正発覚の日から２年間、各昇任制の資格を有すること

ができない。 

 （合格の取消し） 

第3 4条 本部委員長は、各昇任制に合格した者が懲戒処分を受けたとき、若しくは幹部と

してふさわしくない非行があったとき、又は心身の故障のため職務の遂行に支障があ

ると認められるときは、合格を取り消すことができる。 

 （細部事項） 

第3 5条 この訓令の実施に関して必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、平成１１年１月１日から施行する。 

 （試験昇任制の予備試験免除の経過措置） 

２ 旧訓令の規定により平成１０年４月１日からこの訓令施行の日までに行われた昇任試

験において巡査部長昇任試験、警部補昇任試験又は警部昇任試験の第一次試験に合格

した者は、この訓令施行後最初に行われる巡査部長昇任試験、警部補昇任試験又は警

部昇任試験を受験する場合に限り、この訓令第１８条第２項第１号の規定による前回

の昇任試験で第一次試験に合格した者とみなす。 

 （昇任候補者名簿の経過措置） 

３ 旧訓令第２５条の昇任候補者名簿に登録されている者でこの訓令の施行日において昇

任していない者は、この訓令第３２条に規定する昇任候補者名簿に登録するものとす

る。 

   附 則（平成１２年４月７日福井県警察本部訓令第１３号） 



 この訓令は、平成１２年４月７日から施行する。 

   附 則（平成１３年４月２０日福井県警察本部訓令第１９号） 

 この訓令は、平成１３年４月２０日から施行する。 

      附 則（平成１４年５月２８日福井県警察本部訓令第２２号） 

 この訓令は、平成１４年５月２８日から施行する。 

      附 則（平成１５年４月２３日福井県警察本部訓令第１２号） 

 この訓令は、平成１５年４月２３日から施行する。 

      附 則（平成１７年４月２８日福井県警察本部訓令第２９号） 

 この訓令は、平成１７年４月２８日から施行する。 

      附 則（平成１８年５月１日福井県警察本部訓令第３４号） 

 この訓令は、平成１８年５月１日から施行する。ただし、第３０条の改正規定及び別表

第１０の改正規定については、平成１９年４月１日から施行する。 

      附 則（平成１９年６月２５日福井県警察本部訓令第２５号） 

この訓令は、平成１９年６月２５日から施行する。 

      附 則（平成２４年５月２日福井県警察本部訓令第１３号） 

この訓令は、平成２４年５月２日から施行する。 

      附 則（平成２５年１月２３日福井県警察本部訓令第１号） 

この訓令は、平成２５年１月２３日から施行する。 

      附 則（平成２６年７月１０日福井県警察本部訓令第３４号） 

この訓令は、平成２６年７月１０日から施行する。 

附 則（平成２７年１月８日福井県警察本部訓令第１号） 

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２９日福井県警察本部訓令第４２号） 

この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年５月９日福井県警察本部訓令第２０号） 

この訓令は、平成２９年５月９日から施行する。 

附 則（平成３１年４月１８日福井県警察本部訓令第１５号） 

この訓令は、平成３１年４月１８日から施行する。 

附 則（令和２年３月４日福井県警察本部訓令第５号） 

この訓令は、令和２年３月４日から施行する。 

附 則（令和４年３月１１日福井県警察本部訓令第９号） 

この訓令は、令和４年３月１１日から施行する。 

   附 則（令和５年３月１３日福井県警察本部訓令第１６号） 

 この訓令は、令和５年３月１３日から施行する。 

   附 則（令和６年２月２７日福井県警察本部訓令第１号） 

 この訓令は、令和６年３月１日から施行する。 

   附 則（令和６年３月１５日福井県警察本部訓令第１４号） 

 この訓令は、令和６年３月２１日から施行する。 

            



別表第１（第６条関係） 

    警察官昇任管理委員会の組織系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２（第１２条関係） 

 昇任選抜の資格基準 

 

 

別表第３（第１４条、第２０条、第２７条関係） 

 各昇任制の面接官等一覧 

区  分 

昇任選抜 
昇任選考 

昇任試験 

一般試験 専門試験 

巡査部長 
警部補 

警 部 巡査部長 警部補 警 部 巡査部長 警部補 警 部 

面接官 

警察本部長  ○   ○   ○ 

警務部長 ○ ○   ○   ○ 

生活安全部長     ○   
○ 

選択した

専門部門

の主管部

長 

刑事部長     ○   

交通部長     ○   

警備部長     ○   

首席監察官     ○   ○ 

警務課長 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

生活安全企画課長   ○ ○  ○ 

選択した専門部

門の庶務担当課

長及び事件担当

課長等 

 

刑事企画課長   ○ ○   

交通企画課長   ○ ○   

公安課長   ○ ○   

監察課長   ○ ○  ○ ○  

術 科 
試験官 

警察学校長   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

備考 

 １ ○印は、担当する面接官等を示す。 

 ２ 本部委員長が必要と認めるときは、面接官等を変更することができるものとする。 

 

 

巡 査 部 長 警  部  補 警     部 

巡査在級４年以上かつ 

現階級での専門部門の実務 

経験３年以上 

巡査部長在級４年以上かつ 

現階級での専門部門の実務 

経験３年以上 

警部補在級４年以上かつ 

現階級での専門部門の実務 

経験３年以上 

 上記の基準に該当し、勤務成績が優秀で、専門的実務能力が極めて高く、かつ、幹部

適性に秀でた者 

本 部 委 員 会 

部 委 員 会 

所 属 委 員 会 



別表第４（第１６条関係） 

一般試験の受験資格基準 

 巡 査 部 長 警 部 補 警   部 

大 学 卒 巡査在級２年以上 巡査部長在級２年以上 

警部補在級４年以上 短大卒等 巡査在級３年以上 巡査部長在級３年以上 

そ の 他 巡査在級４年以上 巡査部長在級４年以上 

 注：「短大卒等」とは、学校教育法に定める短期大学、高等専門学校を卒業した者

（同法に定める専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）及び大学中退者

のうち大学に２年以上在学し６２単位以上を修得した者をいう。専門試験も同

じ。 

 

 

別表第５（第１６条関係） 

専門試験の受験資格基準 

 巡 査 部 長 警 部 補 警   部 

大 学 卒 
巡査在級８年以上 

かつ年齢 35歳以上 

巡査部長在級８年以上 

かつ年齢 40歳以上 

警部補在級８年以上 

かつ年齢 45歳以上 
短大卒等 

巡査在級 10年以上 

かつ年齢 35歳以上 

そ の 他 
巡査在級 12年以上 

かつ年齢 35歳以上 

 

 

別表第６（第１８条関係） 

一般・専門試験の予備試験実施基準 

試験の種類 

科目 巡査部長 警 部 補 警  部 
 

（備考） 

１ 試験時間は、１

２０分とする。 

２ 行政法には、警

察法及び警察官職

務執行法を含む。 

法学Ⅰ 
憲   法 ５題 ５題 ５題 

行 政 法 ５題 ５題 ５題 

法学Ⅱ 
刑   法 ５題 ５題 ５題 

刑事訴訟法 ５題 ５題 ５題 

警務警察（社会常識を含む。） ５題 ５題 ５題 

警
察
実
務 

生活安全警察 
防犯・保安 ５題 ５題 ５題 

地  域 ５題 ５題 ５題 

刑 事 警 察 ５題 ５題 ５題 

交 通 警 察 ５題 ５題 ５題 

警 備 警 察 ５題 ５題 ５題 

合  計  出  題  数 ５０題 ５０題 ５０題 

別表第７ 削除 

 

 

 

 

 

 

 



別表第８（第１９条関係） 

  一般試験の筆記試験実施基準 

試験の種類 

科目 
巡査部長 警 部 補 警  部 

 
（備考） 
１ 試験時間は、１科
目につき５０分とす
る。 

２ 行政法には、警察
法及び警察官職務執
行法を含む。 

３ 警務警察には、警
察管理を含む。 

法学Ⅰ 
憲   法 

１００点 １００点 １００点 
行 政 法 

法学Ⅱ 
刑   法 

１００点 １００点 １００点 
刑事訴訟法 

警務警察（社会常識を含む。） １００点 １００点 １００点 

警
察
実
務 

生活安全警察 
防犯・保安 

１００点 １００点 １００点 
地  域 

刑 事 警 察 １００点 １００点 １００点 

交 通 警 察 １００点 １００点 １００点 

警 備 警 察 １００点 １００点 １００点 

合  計  点  数 ７００点 ７００点 ７００点 

 

 

別表第９（第１９条関係） 

  専門試験の筆記試験実施基準 

  試験の種類 
科目 

巡査部長 警 部 補 警  部 
 
（備考） 
１ 法学Ⅰ・Ⅱ、警務
警察の試験時間は、
１科目につき５０分
とする。 

２ 行政法には、警察
法及び警察官職務執
行法を、警務警察に
は、警察管理を含
む。 

３ 警察実務は、１科
目選択で、試験時間
は１００分とする。 

４ 生活安全警察に
は、地域警察を含
む。 

法学Ⅰ 
憲   法 

１００点 １００点 １００点 
行 政 法 

法学Ⅱ 
刑   法 

１００点 １００点 １００点 
刑事訴訟法 

警務警察（社会常識を含む。） １００点 １００点 １００点 

警
察
実
務 

生 活 安 全 警 察 １科目 

選 択 

 

２００点 

１科目 

選 択 

 

２００点 

１科目 

選 択 

 

２００点 

刑 事 警 察 

交 通 警 察 

警 備 警 察 

合  計  点  数 ５００点 ５００点 ５００点 

 

 

別表第１０（第２１条関係） 

  技能資格、表彰、出向・派遣歴及び特練員の実績の評価対象及び基準点 

種  別 基準点 備     考 

柔道・剣道 
参段 四段以上 

警察審査、講道館、剣道連盟の資格
別を問わない。 ０．５点 １．０点 

術科技能検定 
逮捕術上級かつ拳銃上級 

 
１．０点 

鑑識技能検定 
総合上級 

 

０．５点 



サイバー犯罪等 

対処能力検定 

中級 上級 

 
１．０点 ２．０点 

サイバー担当官等 

サイバー担当官 サイバー指導官 サイバー専門官 

 

０．５点 １ ． ０ 点 １ ． ０ 点 

通信指令技能検定 

中級 上級 

 
０．５点 １．０点 

英語検定 

２級 準１級以上 
１ 英語検定については、財団法人日 
本英語検定協会による実用英語検定 
資格のみを対象とする。 

２ TOEICについては、基準日前２年 
以内の最高得点を評価の対象とし、 
550点以上を２級、750点以上を準１ 
級以上とみなす。 

１．０点 ２．０点 

指定通訳官 １．０点  

情報処理能力検定 
中級 上級 

 
０．５点 １．０点 

 その他警察業務運営上必要な各
種国家試験免許等 
 ○ 簿記（２級以上取得者） 
 ○ 自動車整備士 
 ○ 情報処理技術者（応用情報

技術者以上取得者） 
 ○ 公認心理師 
 ○ 第一種衛生管理者又は衛生

工学衛生管理者 
 ○ 甲種危険物取扱者 

１種類 

１．０点 

 
国家試験免許等は、制限列挙とする。 
複数の免許等を取得している場合で

も、上限は 1.0点とする。 

 

種    別 基準点 備   考 

警 察 庁 長 官 表 彰 ３．０点  

１ 基準日前３年以内の表

彰を対象とする。 

２ 同一の功労により複数

の表彰を受賞したとき

は、最も高い基準点を加

点することとし、重複し

て加点しない。 

中 部 管 区 警 察 局 長 表 彰 ２．０点 

福井県警察本部長賞詞(永年勤続表彰を除く。) ２．０点 

本
部
長
賞
誉
等 

・福井県警察本部長賞誉 

・福井県警察本部長即賞 

・警察庁課長以上の表彰 

・中部管区警察局部長以上の表彰 

・中部管区機動隊訓練成績優秀として

授与される中部管区警察学校長表彰 

・他の管区局、都道府県警察から授与

される賞誉以上の表彰 

１．０点 

・福井県警察本部長賞 ０．５点 

 



種  別 基準点 備     考 

出向・派遣歴 

１年以上 

２年未満 
２年以上 

１ 技能資格のうち英語検定加点対象
者で国際警察センターへの語学研修
歴を有する者は、基準点の高いもの
又はいずれか一方を対象とする。 

２ 出向・派遣中の者については、出
向・派遣の日から基準日までの期間
を対象とする。 

０．５点 １．０点 

 

種  別 基準点 備     考 

特練員の実績 

管区規模以上の部内大会
において、団体又は個人
競技で入賞した者 

１ 特練員とは、柔道、剣道、逮捕
術、拳銃及び白バイの各指定員をい
う。 

２ 加点対象となる入賞は、試験実施
の前年度から基準日前日までのもの
とする。 

１．０点 

 

 

別表第１１（第２１条関係） 

   昇任試験の評定基準 

評価項目 

 

 

 

試験の種類 

予備評定 第一次評定 第 二 次 評 定 

予備試験 

（択一式） 
筆記試験 勤務成績 口述試験 術科試験 

第一次 

評 定 
技能資格 
表彰等 

巡査部長 １００％ ９０％ １０％ ４０％ ５％ ５０％ ５％ 

警 部 補 １００％ ８５％ １５％ ４５％ ５％ ４５％ ５％ 

警  部 １００％ ８０％ ２０％ ５０％ ５％ ４０％ ５％ 

 

 

別表第１２（第２３条関係） 

   昇任選考の資格基準 

巡  査  部  長 警   部   補 警   部 

巡査在級１８年以上 

かつ年齢４２歳以上 

巡査部長在級１０年以上 

かつ年齢５０歳以上 

警部補在級年数及び年齢につ
いては、その都度本部委員長
が定めるものとする。 

上記の基準に該当し、かつ、勤務成績の優良な者 



様式省略 


